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県制度融資「賃金水準向上資金」の利用について

県では、生産性向上や規模拡大により、賃金水準向上に取り組む県内中小企業に対

して、社債発行による長期安定的な資金調達を支援する「賃金水準向上資金」を創設

しました。

社債発行は、自己資本比率などの一定の適債基準を満たした優良企業に限定される

ため、企業の信用力や評価向上につながるものであり、今後ますますの事業発展が期待

されます。

このたび、本資金の利用（社債発行）がありましたので、当該企業を紹介します。

１ 企業の概要

企業①

発 行 企 業 株式会社みらいえ工房（代表取締役 近藤 直樹）

所 在 地 大館市釈迦内字稲荷山下２９１－１

業 種 一般住宅建築業

発 行 額 ５，０００万円

発 行 期 間 ５年

企 業 紹 介 大館市を中心に、北秋田市・鹿角市エリアで注文住宅施工実績を

着実に伸ばしています。

「みらいをみすえ住まいを考える」

自社大工による洗練された職人技と目のいきとどいた家づくりが

できるのが当社の魅力です。

大切な従業員と共に皆様のお悩みに寄り添い夢をかなえるお手伝

いをさせて頂きます。

取扱金融機関 株式会社 北都銀行

２ 令和５年度利用実績（令和５年５月３１日時点）

発行件数 ２件 （前年度実績 計３３件）

発 行 額 １億５，０００万円（前年度実績 計２１億７，０００万円）



（参考）

「賃金水準向上資金」の概要

・対 象 者 次の①～③のすべての要件を満たす中小企業者

①県内において１年以上事業を営んでいる

②給与支給総額及び初任給年率平均２．０％増を原則として３年以上実施

するための賃金水準向上計画を策定し、取扱金融機関の確認を受ける

③次のいずれかの適債基準を満たしている

(1) 純資産額が5,000万円以上３億円未満であり、自己資本比率が20%以上

または純資産倍率が2.0倍以上、かつ使用総資本事業利益率が10%以上

またはインタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること

(2) 純資産額が３億円以上５億円未満であり、自己資本比率が20%以上ま

たは純資産倍率が1.5倍以上、かつ使用総資本事業利益率が10%以上ま

たはインタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること

(3) 純資産額が５億円以上であり、自己資本比率が15%以上または純資産

倍率が1.5倍以上、かつ使用総資本事業利益率が5%％以上またはイン

タレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること

・融 資 枠 ６０億円

・限 度 額 ５億６，０００万円（最低融資可能額３，０００万円）

・融資期間 ２年以上７年以内（期日一括償還または定時償還）

・融資利率 金融機関所定利率

・保証料率 ０％（県全額補助）

・実施期間 令和４年４月１日～


